
　　　　　　　＜参考：会社の各機関・内部統制等の関係図＞

 

　　　　　　　　（補足説明）

　　　　　　　　　当社の各機関と内部統制等の関係を図に示すと以下のとおりとなります。

　　　　　　　　　１　当社の取締役会は、定款の定めに基づき、その決議によって、重要な業務執行（会社法第399条の13
　　　　　　　　　　　第５項各号に定める事項を除く。）の決定の一部を代表取締役会長・代表取締役社長に委任し、経営に
　　　　　　　　　　　関する意思決定の迅速化を図るとともに、取締役会における経営方針・経営戦略の策定等の議論の
　　　　　　　　　　　充実、取締役会の経営に対する監督機能の強化を行っています。
　　　　　　　　　　　当社及び当社グループ経営に関わる重要事項については、社内規程に従い、会長・社長・副社長等に
　　　　　　　　　　　よって構成される経営会議（原則、週１回開催）の審議を経て、取締役会（毎月１回程度開催）において
　　　　　　　　　　　執行決定を行っています。

　　　　　　　　　　２　経営会議・取締役会に先立つ審議機関として、目的別に経常予算委員会、設備予算委員会、投融資
　　　　　　　　　　　　委員会、資金運営委員会、技術開発委員会、環境政策企画委員会、環境技術・管理委員会、リスク
　　　　　　　　　　　　マネジメント委員会、グリーン・トランスフォーメーション推進委員会等、計23の全社委員会を設置して
　　　　　　　　　　　　います（2023年４月１日現在）。

　　　　　　　　　　４　グループ会社については、各社での自律的内部統制を基本とした内部統制システムを構築・整備すると
　　　　　　　　　　　　ともに、当社の主管部門が必要に応じ改善のための支援を行っています。また、当社の内部統制・監査
　　　　　　　　　　　　部長が、当社グループ全体の内部統制の状況を把握・評価し、各主管部門及び各グループ会社に指導・
　　　　　　　　　　　　助言を行っています。

　　　　　　　　　３　当社は、当社グループにおける内部統制システムの運用体制として、内部統制企画及び内部監査を
　　　　　　　　　　　担当する内部統制・監査部（専任19名、兼務22名）並びに各分野毎のリスク管理を担当する機能部門
　　　　　　　　　　　（約850名）を設置しています。また、当社各部門・グループ会社における自律的内部統制活動の企画・
　　　　　　　　　　　推進を担当するリスクマネジメント担当者（当社約110名）及びリスクマネジメント責任者等（グループ会
　　　　　　　　　　　社約550名）を配置しています。
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